
第 2章 高年齢者雇用安定法改正に関する調査結果 

 - 15 - 

２.高年齢者雇用安定法改正の認知度 

○高年齢者雇用安定法改正の認知度は、「法改正があったことを知っており、内容もおおよそ知

っている」が 75.5%、「法改正があったことを知っているが、内容は詳しく知らない」が 17.7%、

「法改正があったことを知っている（認知度不明）」が 0.8％、「法改正があったことを知ら

なかった」が 4.0%となっている。 

「法改正があったことを知っており、内容もおおよそ知っている」、「法改正があったことを

知っているが、内容は詳しく知らない」と「法改正があったことを知っている（認知度不明）」

の合計は 94.0%となり、高年齢者雇用安定法の改正があったことは概ね認知されている。 

○主要事業内容別にみると、「金融・保険業」では「法改正があったことを知っており、内容も

おおよそ知っている」が 88.5%で最も多くなっている。一方、「飲食店・宿泊業」は「法改正

があったことを知っており、内容もおおよそ知っている」が 48.5%で他の業種よりも少なく、

「法改正があったことを知らなかった」が 14.1%、「高年齢者雇用安定法のことを知らなかっ

た」が 9.1％と他の業種よりも多いことから、認知度が低くなっている。 
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＜主要事業内容別＞

建設業(363)

製造業(765)

情報通信業(358)

運輸業(269)

卸売・小売業(942)

金融・保険業(87)

不動産業(109)

飲食店・宿泊業(99)

医療・福祉(355)

教育・学習支援業(125)

サービス業(810)

その他(99)

法改正があったことを知っており、内容もおおよそ知っている 法改正があったことを知っているが、内容は詳しく知らない

法改正があったことを知っている（認知度不明） 法改正があったことを知らなかった

高年齢者雇用安定法のことを知らなかった その他

不明

 ※ ( 　)内はＮ数


